
 

関係機関・各種団体等への広報周知の取組みについて 

平成 29 年 8 月 24 日  

鳥取市 中核市推進局 

鳥取県 地域振興課 

 

１ 関係機関・各種団体等への説明状況 

  関係機関・各種団体等の各種会合、イベント等を通じ、鳥取市の中核市移行や保健所

設置の準備状況、許可申請窓口の変更等についての説明を継続実施している。 

 

（１）説明状況（H29.6 月以降） ※東部各町担当者等への説明を除く 

  ア 各種会合・イベント等での説明（関係機関・団体） 

   ・鳥取県看護協会通常総会（会員 200 名） 

   ・措置入院解除後の支援体制に関する情報交換会（精神科病院の精神保健福祉士５

名） 

   ・ベストフレンド例会・研修会（会員 20 名） 

   ・岩美町身体障害者福祉協会会員研修会（会員 25 名） 

   ・県社会福祉協議会あいサポートメッセンジャー養成研修会（受講者 50 名） 

   ・県薬物乱用防止指導員東部地区協議会総会（指導員 50 名） 

   ・鳥取県医薬品配置協会薬事研修会（会員 20 名） 

   ・難病相談会（就労支援） （住民 30 名） 

   ・難病医療相談会（難治性皮膚疾患） （住民 5 名） 

   ・ひとり親家庭ライフサポーター研修会（鳥取県母子寡婦福祉連合会会員 30 名） 

   ・生活衛生関係東部地区連絡協議会（生活衛生同業各組合役員 20 名） 

   ・食品衛生指導員講習会（指導員 25 名） 

・県獣医師会小動物委員会（委員（獣医師）10 人）＊意見交換実施 

     （主な内容）傷病動物、鳥インフルエンザの対応について、鳥取市の獣医師採用に

ついて、緊急災害時における動物救護について 

※その他、食品衛生月間イベント、HACCP 施設認証交付式のあいさつ等で説明 

  イ 資料配付 

   ・アディクションを語る集い 2017（県民 150 名） 

   ・食中毒発生防止のための研修会（社会福祉施設等の栄養士､調理業務責任者等 210

名） 

   ・介護保険事業者に係る集団指導（訪問介護事業者管理者等 57 名） 

   ・鳥取県旅館ホテル生活衛生同業組合（加入店 31 店へ郵送） 

   ・食品衛生月間イベント（参集者） 

（２） 主な意見・質問等 

   ほとんどの会合において質疑や意見等なし。 

相談会では、住民から「近くなるので助かる」の感想をいただいた。 
 

 

（３）今後の予定 

   関係機関・団体の協力のもと、引き続き機会をとらえて説明を行うとともに、機関

誌等を活用した広報・周知に努めることとしている。 
 

 

 

資 料 ５ 



２ 中核市移行に関する広報等の取組みについて 

  国の中核市指定の閣議決定・政令公布（平成２９年１０～１１月頃）の後、これまで

の広報の取組みに加え、次の広報等を行うよう計画している。 
 

〔鳥取市における広報〕 

（１）パンフレット〔移行直前版〕の作成・配布 

   中核市移行、保健所の整備、担当窓口などをお知らせするパンフレット〔移行直前

版〕を作成し、市役所の窓口に備え付け来訪者へ配布するほか、地域づくり懇談会、

関係機関・各種団体等への説明会・意見交換会などで配布・説明。 

 

（２）とっとり市報による広報 

・パンフレット〔移行直前版〕を折り込み、市内各戸へ配布 

・中核市指定に関する特集記事を掲載 

・毎月掲載の「中核市お知らせコーナー」を移行前まで継続して掲載 

 

（３）ケーブルテレビ、待合モニター（画像放映）等による広報 

  ・鳥取市の広報番組（とっとり知らせたい！）で特集番組を放映 

  ・中核市誕生をお知らせする特集番組（民放）を計画 

  ・市役所本庁舎・駅南庁舎の待合所のモニターを利用し、画像放映による広報を実施 

 

（４）懸垂幕、横断幕等による広報 

  ・中核市誕生をお知らせする横断幕及び懸垂幕を設置（→市庁舎） 

  ・中核市誕生をお知らせする啓発フラッグの設置を検討（→鳥取駅前等） 

 

（５）市のウェブサイトによる広報 

  ・中核市指定～中核市誕生をお知らせ 

  ・中核市移行・保健所整備等に関する説明内容を更新 

  ・保健所開設に先立ち、新たに「(仮称)鳥取市保健所ホームページ」を立ち上げ、保

健所開設のお知らせや、窓口案内等を実施 

 

（６）その他の広報 

  ・「ポスター」･･････市役所窓口、事務室、地区公民館、市の施設などに掲示 

・「ミニのぼり旗」･･市役所・金融機関（一部）窓口に設置しているものを中核市誕生

版に更新 

・「ステッカー」････市の公用車へ貼付 

  ・「すご！うさぎ」･･ロゴを更新・作成し、市の封筒、会議資料、名刺等に貼付 

 

〔県・市・４町による広報〕 

（１）パンフレット〔移行直前版〕等の配付等 

・町報に折り込み、各戸へ配付 

・県の各事務所、各町の住民窓口への配架 

 

（２）県及び各町のホームページによる広報 

  ・鳥取市の「（仮称）鳥取市保健所ホームページ」のリンク掲載。窓口案内等を実施。 

 

（３）対象者及び事業者等へのお知らせ（県市連名） 

  ・助成等の対象者、許可事業者等へ窓口や手続き等を案内する通知を発送 


